
県内の飲酒運転による交通事故発生状況等（Ｒ１～Ｒ５）

※飲酒運転による交通事故は、第１当事者(一般原付以上)が飲酒していた人身事故

福 井 県 警 察

飲酒なし 飲酒あり

人身事故（件） 4,711 77

うち死亡事故（件） 124 9

死亡事故の割合（％） 2.6 11.7

※調査不能は除く

飲酒運転による死亡事故リスク

【運転者による事故件数】

(１当飲酒の有無・５年合計)

死亡事故の割合（％）

飲酒運転による交通事故件数

令和５年は前年より倍増

交通取締りによる飲酒運転検挙件数

酒酔い運転 ※１

運転者

５年以下の懲役又は１００万円以下の罰金

車両等の提供者

５年以下の懲役又は１００万円以下の罰金

酒類の提供者・車両の同乗者

３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金

※１ 「酒酔い」とは、アルコールの影響により車両等の正常な
運転ができないおそれがある状態。

※２ 前歴及びその他の累積点数がない場合。
※３ 「欠格期間」とは、運転免許の取消処分を受けた者が、運

転免許を再度取得することができない期間。

酒気帯び運転 ※４

※４ 「酒気帯び」とは、酒酔い状態ではないが、体内に一定基
準以上のアルコールを保有している状態。

未だに後を絶ちません！！

【行政処分】

【罰則】

基礎点数 ・・・ ３５点
免許取消し ・・・ 欠格期間３年 ※２ ※３

【行政処分】
呼気中アルコール濃度 0.15mg/L 以上0.25ｍｇ/L 未満

基礎点数 ・・・ １３点
免許停止 ・・・ 期間９０年 ※２

呼気中アルコール濃度 0.25ｍｇ/L 以上

基礎点数 ・・・ ２５点
免許取消し ・・・ 欠格期間２年 ※２ ※３

運転者

３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金

車両等の提供者

３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金

酒類の提供者・車両の同乗者

２年以下の懲役又は３０万円以下の罰金

【罰則】


